
令和５年（２０２３年）４月７日
教 育 委 員 会 資 料

教 育 委 員 会 事 務 局 指 導 室

教育長の臨時代理による事務処理の承認について

令和５年３月３０日付け４中教指第６１６７号で通知した教育長の臨時代理による事務

処理について、次のとおり臨時代理により事務処理を行ったため、中野区教育委員会の権

限に属する事務の臨時代理に関する規則第３条第１項の規定に基づき報告するので、承認

を求める。

１ 制定した規則

⑴ 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を

改正する規則（令和５年中野区教育委員会規則第１２号）

⑵ 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（令和５年中野区教育委員会規則第１３号）

２ 事務処理経過

令和５年３月３０日 教育長の臨時代理による規則の一部改正の決定

同月３１日 一部改正規則の公布

３ 改正内容

（１）パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであって、互

いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協

力し合うことを約した２者間の関係その他の配偶者に相当すると任命権者が認める２

者間の関係をいう。）にある者に係る休暇（出産支援休暇、慶弔休暇、子の看護のため

の休暇、育児参加休暇及び介護休暇）の取扱いを定めることにより、職員の処遇改善

を図る

（２）その他規定を整備する

※ 改正文及び新旧対照表は別紙のとおり

４ 施行期日

令和５年４月１日



中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例施行規則の一部を改正する規則

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施

行規則（平成１２年中野区教育委員会規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。

第２３条第１項中「男性職員」を「職員」に改め、「配偶者」の次

に「又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノ

リティであって、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重

し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関

係その他の配偶者に相当すると任命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」

を加え、同条第２項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係

の相手方」を加え、同条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改め、「配偶者」の次に「又はパートナ

ーシップ関係の相手方」を加え、同項ただし書中「すべて」を「全て」

に改め、同条第４項中「すべて」を「全て」に改め、同条第５項中

「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同条第６項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相

手方」を加え、同条に次の１項を加える。

７ 任命権者は、出産支援休暇を承認する場合において、必要がある

と認めるときは、第１項に規定するパートナーシップ関係にある事

実を証する書類の提出を求めることができる。

第２５条第２項第１号中「場合」の次に「又は第２３条第１項に規

定するパートナーシップ関係となると任命権者が認める場合」を加

え、同項第２号中「親族」を「親族等」に改める。



第２９条の２第１項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関

係の相手方」を加え、同条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項ただし書中「すべて」を

「全て」に改め、同条第４項中「すべて」を「全て」に改め、同条第

５項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。

第２９条の４第１項中「男性職員」を「職員」に改め、「配偶者」

の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、同条第２項中

「配偶者の」を「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の」

に、「男性職員」を「職員」に、「配偶者と」を「配偶者若しくはパ

ートナーシップ関係の相手方と」に改め、同条第３項中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項ただし

書中「すべて」を「全て」に改め、同条第４項中「すべて」を「全て」

に改め、同条第５項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改め、同条第６項中「配偶者の」を「配偶者又はパ

ー ト ナ ー シ ッ プ 関 係 の 相 手 方 の 」 に 、 「 男 性 職 員 」 を 「 職 員 」

に、「配偶者が」を「配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方

が」に改め、同条に次の１項を加える。

７ 任命権者は、育児参加休暇を承認する場合において、必要がある

と認めるときは、第２３条第１項に規定するパートナーシップ関係

にある事実を証する書類の提出を求めることができる。

第２９条の５第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同項ただし書中「すべて」を「全て」に改

め、同条第４項中「すべて」を「全て」に改め、同条第５項中「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第３０条第１項に次の４号を加える。

⑻ パートナーシップ関係の相手方



⑼ パートナーシップ関係の相手方の父母

⑽ パートナーシップ関係の相手方の父母の配偶者

⑾ パートナーシップ関係の相手方の子

第３０条の３第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。

別表第４中「親族」を「親族等」に改め、同表配偶者の項中「配偶

者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、同表備考

に次の１号を加える。

４ この表において「姻族」とは、姻族又はパートナーシップ関

係の相手方の血族をいう。

別記様式第９号中「親族」を削る。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。



中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表

改正案 現行

第１条～第２２条 （略） 第１条～第２２条 （略）

（出産支援休暇） （出産支援休暇）

第２３条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又は

パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的マイノリティであって、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活に

おいて継続的に協力し合うことを約した２者間

の関係その他の配偶者に相当すると任命権者が

認める２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パ

ートナーシップ関係の相手方」という。）の出産に

当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇

とする。

第２３条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者

の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うた

めの休暇とする。

２ 出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ

関係の相手方の出産の前後を通じて、日を単位と

して２日以内で承認する。ただし、職務に支障が

ないと認めるときは、時間を単位として承認する

ことができる。

２ 出産支援休暇は、配偶者の出産の前後を通じ

て、日を単位として２日以内で承認する。ただし、

職務に支障がないと認めるときは、時間を単位と

して承認することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の出産

支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ関係の

相手方の出産の前後を通じて、時間を単位として

２日以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤

務時間全てについて、出産支援休暇の請求があっ

た場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間

数を単位として承認することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び再任用短時間勤務職員の出産支援休

暇は、配偶者の出産の前後を通じて、時間を単位

として２日以内で承認する。ただし、勤務日の正

規の勤務時間すべてについて、出産支援休暇の請

求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時

間の時間数を単位として承認することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による出産支援休暇の残日数の全て

を使用しようとする場合において、当該残日数に

１時間未満の端数があるときは、当該残日数の全

てを使用することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による出産支援休暇の残日数のすべ

てを使用しようとする場合において、当該残日数

に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の

すべてを使用することができる。

５ 時間を単位として承認された出産支援休暇（勤

務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でな

い育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時

間勤務職員にあっては、第３項ただし書に規定す

る時間数を単位として承認された出産支援休暇

５ 時間を単位として承認された出産支援休暇（勤

務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でな

い育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務

職員にあっては、第３項ただし書に規定する時間

数を単位として承認された出産支援休暇を含



を含む。）は、７時間４５分（育児短時間勤務職

員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、その者の１日当たりの平均勤務時間（５分未

満の端数があるときは、これを切り上げて５分単

位にした時間））を１日として換算する。

む。）は、７時間４５分（育児短時間勤務職員等

及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の

１日当たりの平均勤務時間（５分未満の端数があ

るときは、これを切り上げて５分単位にした時

間））を１日として換算する。

６ 出産支援休暇を請求するときは、配偶者又はパ

ートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示

さなければならない。

６ 出産支援休暇を請求するときは、配偶者の母子

手帳等を示さなければならない。

７ 任命権者は、出産支援休暇を承認する場合にお

いて、必要があると認めるときは、第１項に規定

するパートナーシップ関係にある事実を証する

書類の提出を求めることができる。

第２４条 （略） 第２４条 （略）

（慶弔休暇） （慶弔休暇）

第２５条 （略） 第２５条 （略）

２ 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げ

る場合について、当該各号に定める日数の範囲内

で承認する。

２ 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げ

る場合について、当該各号に定める日数の範囲内

で承認する。

⑴ 職員が結婚する場合又は第２３条第１項に

規定するパートナーシップ関係となると任命

権者が認める場合 引き続く７日

⑴ 職員が結婚する場合 引き続く７日

⑵ 職員の親族等（別表第４に掲げる親族等に限

る。）が死亡した場合 教育委員会が承認した

日から引き続く同表に掲げる日数

⑵ 職員の親族（別表第４に掲げる親族に限る。）

が死亡した場合 教育委員会が承認した日か

ら引き続く同表に掲げる日数

⑶ （略） ⑶ （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

第２６条～第２９条 （略） 第２６条～第２９条 （略）

（子の看護のための休暇） （子の看護のための休暇）

第２９条の２ 子の看護のための休暇は、１２歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る子（配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

の子を含む。以下この項において同じ。）を養育

する職員が、その子（次項において「養育する子」

という。）の看護（負傷し、若しくは疾病にかか

ったその子の世話又は疾病の予防を図るために

必要なその子の世話を行うことをいう。）のため

勤務しないことが相当と認められる場合の休暇

第２９条の２ 子の看護のための休暇は、１２歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る子（配偶者の子を含む。以下この項において同

じ。）を養育する職員が、その子（次項において

「養育する子」という。）の看護（負傷し、若し

くは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予

防を図るために必要なその子の世話を行うこと

をいう。）のため勤務しないことが相当と認めら

れる場合の休暇とする。



とする。

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の子の

看護のための休暇は、１の年において、時間を単

位として５日（養育する子が２人以上の場合にあ

っては、１０日）以内で承認する。ただし、勤務

日の正規の勤務時間全てについて、子の看護のた

めの休暇の請求があった場合には、当該勤務日の

正規の勤務時間の時間数を単位として承認する

ことができる。

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び再任用短時間勤務職員の子の看護の

ための休暇は、１の年において、時間を単位とし

て５日（養育する子が２人以上の場合にあって

は、１０日）以内で承認する。ただし、勤務日の

正規の勤務時間すべてについて、子の看護のため

の休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正

規の勤務時間の時間数を単位として承認するこ

とができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による子の看護のための休暇の残日

数の全てを使用しようとする場合において、当該

残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残

日数の全てを使用することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による子の看護のための休暇の残日

数のすべてを使用しようとする場合において、当

該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該

残日数のすべてを使用することができる。

５ 時間を単位として承認された子の看護のため

の休暇（勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が

同一でない育児短時間勤務職員等及び定年前再

任用短時間勤務職員にあっては、第３項ただし書

に規定する時間数を単位として承認された子の

看護のための休暇を含む。）は、７時間４５分（育

児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤

務職員にあっては、その者の１日当たりの平均勤

務時間（５分未満の端数があるときは、これを切

り上げて５分単位にした時間））を１日として換

算する。

５ 時間を単位として承認された子の看護のため

の休暇（勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が

同一でない育児短時間勤務職員等及び再任用短

時間勤務職員にあっては、第３項ただし書に規定

する時間数を単位として承認された子の看護の

ための休暇を含む。）は、７時間４５分（育児短

時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあ

っては、その者の１日当たりの平均勤務時間（５

分未満の端数があるときは、これを切り上げて５

分単位にした時間））を１日として換算する。

６ （略） ６ （略）

第２９条の３ （略） 第２９条の３ （略）

（育児参加休暇） （育児参加休暇）

第２９条の４ 育児参加休暇は、職員がその配偶者

又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後

の期間に、育児に参加するための休暇とする。

第２９条の４ 育児参加休暇は、男性職員がその配

偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための

休暇とする。

２ 育児参加休暇は、配偶者又はパートナーシップ

関係の相手方の出産の日の翌日（当該職員又はそ

の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手

方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場

２ 育児参加休暇は、配偶者の出産の日の翌日（当

該男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育

の必要がある子がある場合にあっては、出産予定

日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週



合にあっては、出産予定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、１６週間）前の日）から当該出

産の日以後１年を経過する日までの期間内にお

いて、日を単位として５日以内で承認する。ただ

し、職務に支障がないと認めるときは、時間を単

位として承認することができる。

間）前の日）から当該出産の日以後１年を経過す

る日までの期間内において、日を単位として５日

以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認

めるときは、時間を単位として承認することがで

きる。

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の育児

参加休暇は、同項の期間内において、時間を単位

として５日以内で承認する。ただし、勤務日の正

規の勤務時間全てについて、育児参加休暇の請求

があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間

の時間数を単位として承認することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び再任用短時間勤務職員の育児参加休

暇は、同項の期間内において、時間を単位として

５日以内で承認する。ただし、勤務日の正規の勤

務時間すべてについて、育児参加休暇の請求があ

った場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時

間数を単位として承認することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による育児参加休暇の残日数の全て

を使用しようとする場合において、当該残日数に

１時間未満の端数があるときは、当該残日数の全

てを使用することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による育児参加休暇の残日数のすべ

てを使用しようとする場合において、当該残日数

に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の

すべてを使用することができる。

５ 時間を単位として承認された育児参加休暇（勤

務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でな

い育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時

間勤務職員にあっては、第３項ただし書に規定す

る時間数を単位として承認された育児参加休暇

を含む。）は、７時間４５分（育児短時間勤務職

員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、その者の１日当たりの平均勤務時間（５分未

満の端数があるときは、これを切り上げて５分単

位にした時間））を１日として換算する。

５ 時間を単位として承認された育児参加休暇（勤

務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でな

い育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務

職員にあっては、第３項ただし書に規定する時間

数を単位として承認された育児参加休暇を含

む。）は、７時間４５分（育児短時間勤務職員等

及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の

１日当たりの平均勤務時間（５分未満の端数があ

るときは、これを切り上げて５分単位にした時

間））を１日として換算する。

６ 育児参加休暇を請求するときは、配偶者又はパ

ートナーシップ関係の相手方の母子手帳等（出産

の日以前の期間における育児参加休暇を請求す

る場合にあっては、当該母子手帳等及び当該職員

又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係

の相手方が子と同居していることを確認できる

証明書等）を示さなければならない。

６ 育児参加休暇を請求するときは、配偶者の母子

手帳等（出産の日以前の期間における育児参加休

暇を請求する場合にあっては、当該母子手帳等及

び当該男性職員又はその配偶者が子と同居して

いることを確認できる証明書等）を示さなければ

ならない。

７ 任命権者は、育児参加休暇を承認する場合にお

いて、必要があると認めるときは、第２３条第１



項に規定するパートナーシップ関係にある事実

を証する書類の提出を求めることができる。

（短期の介護休暇） （短期の介護休暇）

第２９条の５ （略） 第２９条の５ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の短期

の介護休暇は、１の年において、時間を単位とし

て５日（第１項の日常生活を営むことに支障があ

る者が２人以上の場合にあっては、１０日）以内

で承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間全

てについて、短期の介護休暇の請求があった場合

には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単

位として承認することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の

勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務

職員等及び再任用短時間勤務職員の短期の介護

休暇は、１の年において、時間を単位として５日

（第１項の日常生活を営むことに支障がある者

が２人以上の場合にあっては、１０日）以内で承

認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間すべて

について、短期の介護休暇の請求があった場合に

は、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位

として承認することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による短期の介護休暇の残日数の全

てを使用しようとする場合において、当該残日数

に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の

全てを使用することができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定及び

次項の規定による短期の介護休暇の残日数のす

べてを使用しようとする場合において、当該残日

数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数

のすべてを使用することができる。

５ 時間を単位として承認された短期の介護休暇

（勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一

でない育児短時間勤務職員等及び定年前再任用

短時間勤務職員にあっては、第３項ただし書に規

定する時間数を単位として承認された短期の介

護休暇を含む。）は、７時間４５分（育児短時間

勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に

あっては、その者の１日当たりの平均勤務時間

（５分未満の端数があるときは、これを切り上げ

て５分単位にした時間））を１日として換算する。

５ 時間を単位として承認された短期の介護休暇

（勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一

でない育児短時間勤務職員等及び再任用短時間

勤務職員にあっては、第３項ただし書に規定する

時間数を単位として承認された短期の介護休暇

を含む。）は、７時間４５分（育児短時間勤務職

員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その

者の１日当たりの平均勤務時間（５分未満の端数

があるときは、これを切り上げて５分単位にした

時間））を１日として換算する。

６・７ （略） ６・７ （略）

（介護休暇） （介護休暇）

第３０条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者であ

って職員と同居しているもの（第１号から第３号

までに掲げる者を除く。）とする。

第３０条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者であ

って職員と同居しているもの（第１号から第３号

までに掲げる者を除く。）とする。

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略）



⑻ パートナーシップ関係の相手方

⑼ パートナーシップ関係の相手方の父母

⑽ パートナーシップ関係の相手方の父母の配

偶者

⑾ パートナーシップ関係の相手方の子

２～１７ （略） ２～１７ （略）

第３０条の２ （略） 第３０条の２ （略）

（組合休暇） （組合休暇）

第３０条の３ （略） 第３０条の３ （略）

２ 時間を単位として承認された組合休暇は、７時

間４５分（育児短時間勤務職員等及び定年前再任

用短時間勤務職員にあっては、その者の１日当た

りの平均勤務時間（５分未満の端数があるとき

は、これを切り上げて５分単位にした時間））を

１日として換算する。

２ 時間を単位として承認された組合休暇は、７時

間４５分（育児短時間勤務職員等及び再任用短時

間勤務職員にあっては、その者の１日当たりの平

均勤務時間（５分未満の端数があるときは、これ

を切り上げて５分単位にした時間））を１日とし

て換算する。

３・４ （略） ３・４ （略）

第３１条～第３４条 （略） 第３１条～第３４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）

別表第４（第２５条関係） 別表第４（第２５条関係）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）

４ この表において「姻族」とは、姻族又はパー

トナーシップ関係の相手方の血族をいう。

別記様式第１号～別記様式第８号の２ （略） 別記様式第１号～別記様式第８号の２ （略）

別記様式第９号 別紙のとおり 別記様式第９号 別紙のとおり

別記様式第９号の２～別記様式第１１号 （略） 別記様式第９号の２～別記様式第１１号 （略）

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

親族等 日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相

手方

（略）

血族 （略） （略）

姻族 （略） （略）

親族 日数

配偶者 （略）

血族 （略） （略）

姻族 （略） （略）



別記様式第９号（第３０条、第３０条の２関係）

申請事由変更届

年 月 日

（承認権者）

殿

所 属

氏 名

□ 介護休暇

次のとおり に係る申請事由に変更が生じたので届け出ます。

□ 介護時間

１ 届出の事由

□ 要介護者が死亡した。

□ 要介護者が介護を要しない状態になった。

□ 要介護者との親族関係に変更があった。

□ その他

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（内容）

（内容）

（内容）

（現行）



別記様式第９号（第３０条、第３０条の２関係）

申請事由変更届

年 月 日

（承認権者）

殿

所 属

氏 名

□ 介護休暇

次のとおり に係る申請事由に変更が生じたので届け出ます。

□ 介護時間

１ 届出の事由

□ 要介護者が死亡した。

□ 要介護者が介護を要しない状態になった。

□ 要介護者との関係に変更があった。

□ その他

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（内容）

（内容）

（内容）

（改正案）



中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例施行規則の一部を改正する規則

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則（平成２９年中野区教育委員会規則第１１号）の一

部を次のように改正する。

第２４条第１項中「男性職員」を「職員」に改め、「配偶者」の次

に「又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノ

リティであって、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重

し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した２者間の関

係その他の配偶者に相当すると任命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）」

を加え、同条第２項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係

の相手方」を加え、同条第３項中「すべて」を「全て」に改め、同条

第５項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を

加え、同条に次の１項を加える。

６ 任命権者は、出産支援休暇を承認する場合において、必要がある

と認めるときは、第１項に規定するパートナーシップ関係にある事

実を証する書類の提出を求めることができる。

第２６条第２項第１号中「場合」の次に「又は第２４条第１項に規

定するパートナーシップ関係となると任命権者が認める場合」を加

え、同項第２号中「親族」を「親族等」に改める。

第３０条第１項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の

相手方」を加え、同条第３項中「すべて」を「全て」に改める。

第３２条第１項中「男性職員」を「職員」に改め、「配偶者」の次

に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、同条第２項中「配



偶者の」を「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の」に、「男

性職員」を「職員」に、「配偶者と」を「配偶者若しくはパートナー

シップ関係の相手方と」に改め、同条第３項中「すべて」を「全て」

に改め、同条第５項中「配偶者の」を「配偶者又はパートナーシップ

関係の相手方の」に、「男性職員」を「職員」に、「配偶者が」を

「配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が」に改め、同条に

次の１項を加える。

６ 任命権者は、育児参加休暇を承認する場合において、必要がある

と認めるときは、第２４条第１項に規定するパートナーシップ関係

にある事実を証する書類の提出を求めることができる。

第３４条第１項に次の４号を加える。

⑻ パートナーシップ関係の相手方

⑼ パートナーシップ関係の相手方の父母

⑽ パートナーシップ関係の相手方の父母の配偶者

⑾ パートナーシップ関係の相手方の子

別表第４中「親族」を「親族等」に改め、同表配偶者の項中「配偶

者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、同表備考

に次の１号を加える。

４ この表において「姻族」とは、姻族又はパートナーシップ関

係の相手方の血族をいう。

別記様式第１１号中「親族」を削る。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。



中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表

改正案 現行

第１条～第２３条 （略） 第１条～第２３条 （略）

（出産支援休暇） （出産支援休暇）

第２４条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又は

パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的マイノリティであって、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活に

おいて継続的に協力し合うことを約した２者間

の関係その他の配偶者に相当すると任命権者が

認める２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パ

ートナーシップ関係の相手方」という。）の出産

に当たり、子の養育その他家事等を行うための休

暇とする。

第２４条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者

の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うた

めの休暇とする。

２ 出産支援休暇は、配偶者又はパートナーシップ

関係の相手方の出産の前後を通じて、日を単位と

して２日以内で承認する。ただし、職務に支障が

ないと認めるときは、時間を単位として承認する

ことができる。

２ 出産支援休暇は、配偶者の出産の前後を通じ

て、日を単位として２日以内で承認する。ただし、

職務に支障がないと認めるときは、時間を単位と

して承認することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項

の規定による出産支援休暇の残日数の全てを使

用しようとする場合において、当該残日数に１時

間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを

使用することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項

の規定による出産支援休暇の残日数のすべてを

使用しようとする場合において、当該残日数に１

時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべ

てを使用することができる。

４ （略） ４ （略）

５ 出産支援休暇を請求するときは、配偶者又はパ

ートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示

さなければならない。

５ 出産支援休暇を請求するときは、配偶者の母子

手帳等を示さなければならない。

６ 任命権者は、出産支援休暇を承認する場合にお

いて、必要があると認めるときは、第１項に規定

するパートナーシップ関係にある事実を証する

書類の提出を求めることができる。

第２５条 （略） 第２５条 （略）

（慶弔休暇） （慶弔休暇）

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２ 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げ

る場合について、当該各号に定める日数の範囲内

で承認する。

２ 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げ

る場合について、当該各号に定める日数の範囲内

で承認する。

⑴ 職員が結婚する場合又は第２４条第１項に

規定するパートナーシップ関係となると任命

⑴ 職員が結婚する場合 引き続く７日



権者が認める場合 引き続く７日

⑵ 職員の親族等（別表第４に掲げる親族等に限

る。）が死亡した場合 教育委員会が承認した

日から引き続く同表に掲げる日数

⑵ 職員の親族（別表第４に掲げる親族に限る。）

が死亡した場合 教育委員会が承認した日か

ら引き続く同表に掲げる日数

⑶ （略） ⑶ （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

第２７条～第２９条 （略） 第２７条～第２９条 （略）

（子の看護のための休暇） （子の看護のための休暇）

第３０条 子の看護のための休暇は、１２歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある子

（配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の

子を含む。以下この項において同じ。）を養育す

る職員が、その子（次項において「養育する子」

という。）の看護（負傷し、若しくは疾病にかか

ったその子の世話又は疾病の予防を図るために

必要なその子の世話を行うことをいう。）のため

勤務しないことが相当と認められる場合の休暇

とする。

第３０条 子の看護のための休暇は、１２歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある子

（配偶者の子を含む。以下この項において同じ。）

を養育する職員が、その子（次項において「養育

する子」という。）の看護（負傷し、若しくは疾

病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図

るために必要なその子の世話を行うことをい

う。）のため勤務しないことが相当と認められる

場合の休暇とする。

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項

の規定による子の看護のための休暇の残日数の

全てを使用しようとする場合において、当該残日

数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数

の全てを使用することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項

の規定による子の看護のための休暇の残日数の

すべてを使用しようとする場合において、当該残

日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日

数のすべてを使用することができる。

４・５ （略） ４・５ （略）

第３１条 （略） 第３１条 （略）

（育児参加休暇） （育児参加休暇）

第３２条 育児参加休暇は、職員がその配偶者又は

パートナーシップ関係の相手方の産前産後の期

間に、育児に参加するための休暇とする。

第３２条 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者

の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇

とする。

２ 育児参加休暇は、配偶者又はパートナーシップ

関係の相手方の出産の日の翌日（当該職員又はそ

の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手

方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場

合にあっては、出産予定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、１６週間）前の日）から当該出

産の日以後１年を経過する日までの期間内にお

いて、日を単位として５日以内で承認する。ただ

し、職務に支障がないと認めるときは、時間を単

位として承認することができる。

２ 育児参加休暇は、配偶者の出産の日の翌日（当

該男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育

の必要がある子がある場合にあっては、出産予定

日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）前の日）から当該出産の日以後１年を経過す

る日までの期間内において、日を単位として５日

以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認

めるときは、時間を単位として承認することがで

きる。



３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項

の規定による育児参加休暇の残日数の全てを使

用しようとする場合において、当該残日数に１時

間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを

使用することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定及び次項

の規定による育児参加休暇の残日数のすべてを

使用しようとする場合において、当該残日数に１

時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべ

てを使用することができる。

４ （略） ４ （略）

５ 育児参加休暇を請求するときは、配偶者又はパ

ートナーシップ関係の相手方の母子手帳等（出産

の日以前の期間における育児参加休暇を請求す

る場合にあっては、当該母子手帳等及び当該職員

又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係

の相手方が子と同居していることを確認できる

証明書等）を示さなければならない。

５ 育児参加休暇を請求するときは、配偶者の母子

手帳等（出産の日以前の期間における育児参加休

暇を請求する場合にあっては、当該母子手帳等及

び当該男性職員又はその配偶者が子と同居して

いることを確認できる証明書等）を示さなければ

ならない。

６ 任命権者は、育児参加休暇を承認する場合にお

いて、必要があると認めるときは、第２４条第１

項に規定するパートナーシップ関係にある事実

を証する書類の提出を求めることができる。

第３３条 （略） 第３３条 （略）

（介護休暇） （介護休暇）

第３４条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者であ

って職員と同居しているもの（第１号から第３号

までに掲げる者を除く。）とする。

第３４条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者であ

って職員と同居しているもの（第１号から第３号

までに掲げる者を除く。）とする。

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略）

⑻ パートナーシップ関係の相手方

⑼ パートナーシップ関係の相手方の父母

⑽ パートナーシップ関係の相手方の父母の配

偶者

⑾ パートナーシップ関係の相手方の子

２～１７ （略） ２～１７ （略）

第３５条～第４１条 （略） 第３５条～第４１条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）

別表第４（第２６条関係） 別表第４（第２６条関係）

親族等 日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手

方

（略）

血族 （略） （略）

姻族 （略） （略）

親族 日数

配偶者 （略）

血族 （略） （略）

姻族 （略） （略）



備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）

４ この表において「姻族」とは、姻族又はパー

トナーシップ関係の相手方の血族をいう。

別記様式第１号～別記様式第１０号 （略） 別記様式第１号～別記様式第１０号 （略）

別記様式第１１号 別紙のとおり 別記様式第１１号 別紙のとおり

別記様式第１２号～別記様式第１４号 （略） 別記様式第１２号～別記様式第１４号 （略）

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。



別記様式第１１号（第３４条、第３５条関係）

申請事由変更届

年 月 日

（ 承 認 権 者 ）

殿

所 属

氏 名

□ 介護休暇

次のとおり に係る申請事由に変更が生じたので届け出ます。

□ 介護時間

１ 届出の事由

□ 要介護者が死亡した。

□ 要介護者が介護を要しない状態になった。

□ 要介護者との親族関係に変更があった。

□ その他

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（内容）

（内容）

（内容）

（現行）



別記様式第１１号（第３４条、第３５条関係）

申請事由変更届

年 月 日

（ 承 認 権 者 ）

殿

所 属

氏 名

□ 介護休暇

次のとおり に係る申請事由に変更が生じたので届け出ます。

□ 介護時間

１ 届出の事由

□ 要介護者が死亡した。

□ 要介護者が介護を要しない状態になった。

□ 要介護者との関係に変更があった。

□ その他

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（内容）

（内容）

（内容）

（改正案）


